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11相

隷

貨

幣

履

止

論

中

f二

西

時
対
本
主
義
料
掛
組
織
自
耽
践
す
る
虚
は
貨
幣
の
存
砲
に
症

P
と
L
、

費
本
王
義
組
済
白
碕
す
程
々
の
排
害
の
原
闘
を
、
紙
て
貨
幣
白
疏
祖
に

克
め
て
、
貨
幣
腹
止
を
主
躍
す
る
楠
者
は
佐
々
見
る
虚
で
あ
る
。
川
島

泊
二
郎
民
は
其
心
者
「
貨
幣
雌
止
論
」
に
於
い
て
、
祉
合
主
義
化
山
第
一

歩
は
貨
幣
内
陸
止
に
在
り
'
と
し
て
、
貨
幣
白
存
在
を
首
定
し
ワ
九
社
曾

主
義
化
せ
ん
・
と
す
る
方
法
は
手
段
を
謀
れ
る
も
の
な
る
事
を
論
じ
屑
ら

る
、
も
、
北
京
υ
議
論
は
本
末
を
傾
倒
せ
る
も
の
に
非
ず
』
?
と
考
ふ
。
祉

合
主
義
化
せ
る
組
済
組
織
に
於
い
て
初
め
て
貨
幣
白
腔
止
は
考
へ
得
べ

き
も
の
「
、
貨
幣
底
止
後
乱
肌
脅
主
義
化
山
完
成
す
る
迄
の
向
に
於
い

て
、
貨
幣
な
〈
し
て
加
何
在
る
総
持
組
織
的
存
在
L
符
ぺ
き
や
、
一
歩

を
法
的
で
考
ふ
れ
ば
、
社
骨
主
ド
牌
済
組
織
に
於
い
て
も
貨
幣
は
全
然

陵
止
し
得
ベ
き
や
と
い
Y

ふ
と
と
も
銑
問
た
ら
ざ
る
を
符
な
い
。
此
の
問

中
小

題
に
劃
す
る
解
答
と

L
て
門
O
E
口
四
貨
幣
殴
止
慌
有
請
を
見
る
は
無
誼

に
非
ざ
る
べ

L
と
信
じ
、
左
に
共
の
要
時
世
間
ず
る
で
あ
ら
う
。

貨
幣
康
止
が
可
能
な
る
や
否
や
を
考
ふ
る
前
に
、
貨

幣
の
本
質
如
何
を
考
究
す
る
を
泡
嘗
吉
信
宇
o

貨
幣
の

難

総

貨
幣
陵
止
論

本
質
を
求
め
ん
ご
す
る
に
は
、
貨
幣
素
材
の
痩
値
又
は

岡
家

ω強
制
な
る
観
念
よ
り
離
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
。
既
に
貨
幣
ご
し
て
使
用
せ
ら
る
、
以
上
は
、
仮
令

汚
損
し
た
る
貨
幣
俄
遺
贋
造
の
鋳
貨
又
は
賃
餅
詮
券
吉

雄
も
、
依
然
貨
幣
吉
見
る
べ
き
で
、
貨
幣
な
る
概
念
は

必
ら
十
や
ぞ
の
穀
用
よ
り

L
て
演
梓
せ
、
ざ
る
を
得
な

に
そ
し
て
貨
幣
の
有
す
る
本
質
的
効
用
正
し
て
は
計

算
己
支
梯
ご
の
こ
を
奉
ぐ
る
事
を
得
る
。
今
円
の
市
場

経
済
に
於
い
て
は
財
貨
の
生
産
消
費
の
み
な
ら
中
英
の

頁
却
分
配
に
於
い
て
も
、
一
の
標
準
を
必
要
ざ
す
る
。

財
貨
の
交
換
は
各
人
の
個
人
的
の
疲
値
判
断
よ
り
し
て

生
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
各
人
の
評
償
金
慨
が
一
致
し

て
枇
曾
的
の
贋
値
決
定
的
ち
債
額
(
吋
耳
目
ω)

ぜ
な
h
、

横
断
剛
仁
於
い
て
初
め
て
市
場
交
換
の
封
象
物
は
交
通
債

依
(
〈
2
7
m
F
2
5
三
世
得
る
に
至
る
。
財
貨
の
交
換

阿
闇
値
ご
間
慣
額
芭
は
全
然
別
稲
の
も
の
で
、
前
者
は
主
観

的
に
し
て
財
貨
各
伺
に
特
有
の
も

ωで
ゐ
る
。
反
之
後

者
は
枇
品
目
的
客
観
的
に
し
て
、
需
要
者
供
給
者
各
自
の

主
観
的
評
価
慣
を
離
れ

τ決
定
せ
ら
れ
、
代
替
的
財
貨
の

稲
類
を
一
鰹
ご
し
て
、
一
般
的
に
且
つ
分
量
的
に
決
定

(
第
六
腕
一
=
一
七
)
-
一
五
=
一

第
十
λ
各
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難

録

貸
幣
底
止
論

せ
ら
れ
且
つ
表
現
せ
ら
る
、
の
で
ゐ
る
。
以
上
の
如
き

一
般
的
客
観
的
の
倶
知
形
成
の
根
元

Z
L
て
貨
幣
は
使

用
せ
ら
る
、
も
の
で
、
此
勤
よ
り
し
て
貨
幣
の
本
質
は

交
通
経
済
的
計
算
の
一
般
的
名
都
ご
し
て
の
計
算
貨
幣

(
間
宮

]
5
5沼
町
内

E
)
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此

意
味
に
於
り
る
貨
幣
は
抽
象
的
概
念
に

L
て
、
共
の
構

成
素
材
よ
り
全
然
濁
立
せ
る
も
の
な
る
ヤ
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。
次
に
抽
象
的
な
る
計
算
貨
幣
た
る
概
念
以
外

に
、
兎
に
具
健
的
な
る
支
梯
手
段
ご
し
て
の
貨
幣
概
念

を
皐
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
抑
ご
は
計
算
軍
位
の

一
定
量
的
も
一
定

ω貨
幣
績
を
具
醐
開
化
せ
る
有
鵠
物
U

館
賞
又
は
紙
幣
リ
の
受
授
を
意
味
す
る
も

ω
で
ゐ
る
。

経
糖
交
通
の
品
間
違
は
財
貨
の
交
換
を
L
て
、
交
換
者
交

換
物
交
換
場
所
交
換
の
時
期
等
総
て
の
勤
に
千
差
高
別

な
る
、
責
買
な
る
行
鴛
に
品
川
化
せ
し
め
、
此
等
責
賀
行

柏
却
を
し
て
完
全
に
行
は
し
む
る
は
、
一
般
的
交
換
手
段

己
L
て
の
貨
幣
の
介
在
す
る
に
由
っ
て
初
め
て
可
能
な

る
も
の
で
ゐ
る
。
貨
幣
の
存
在
な
ぐ
し

τは
、
自
然
経

済
は
市
場
経
済
に
進
化
す
る
を
得
な
い
。
貨
幣
が
償
額

の
表
現
ご
し
工
市
場
経
済
の
精
肺
的
要
具
な
り
ざ
す
れ

第
十
八
巻

(
第
六
統
一
三
八
)

一
一
五
四

ば
、
支
梯
手
段
ご
し
工
の
貨
幣
は
経
済
交
通
の
其
健
的

の
仲
介
者
ご
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
て
経
済
交
通

は
今
日
貨
幣
の
存
在
に
依
践
し
、
貨
幣
的
計
量
な
き
蕗

に
は
債
額
は
な
(
、
支
拐
な
苦
慮
に
は
財
貨
の
交
通
な

し
さ
務
す
べ
き
で
ゐ
る
U

以
上
よ
り
し
て
貨
幣
は
抽
象

的
に
は
計
算
の
車
位
な
h
E
し
、
具
際
的
に
は
支
梯
手

段
な
り
ご
す
る
の
で
あ
る
。

貨
幣
は
一
般
財
貨
ご
異
hy
之
れ
を
使
用
消
費
す
る
事

に
依
っ
て
殺
用
を
貸
す
る
も
の
で
は
な
く
、
之
れ
を
譲

渡
す
る
事
的
も
商
品
ピ
交
換
す
る
に
依
っ
て
、
初
め
て

其
の
効
用
を
見
出
し
得
る
も
の
で
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば

貨
幣

ω致
用
は
貫
質
的

(
2己
)
に
非

?
L
て
、
流
通
的

(
N
弓

E
F
E
E
mめ
と
な
り
ご
せ

F
る
を
得
な
い
o

而
L
て

貨
幣
は
閥
民
経
携
に
於
り
る
芭
個
別
経
済
に
於
げ
る
ご

は
、
某
の
効
用
を
異
に
し
て
、
前
者
に
在
っ
て
市
場
に

於
け
る
財
貨
交
換
媒
介
手
段
に
過
ぎ
な
い
が
、
後
者
に

於
い
て
は
一
の
支
配
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
所

有
は
有
用
財
貨
に
劃
す
る
無
限
の
交
換
可
能
性
、
郎
も

一
定
調
額
に
於
い
て
総
1
の
財
貨
勤
努
ご
交
換
し
符
る

カ
を
意
味
し
て
、
一
の
購
買
力
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。



貨
幣
山
り
私
経
済
的
数
用
H
貨
幣
支
挽
貨
幣
貯
飛
貨
融
市
貸

借
リ
は
共
購
買
力
に
基
〈
の
で
め
る
。

貨
幣
廃
止
論
は
二
仁
分
っ
て
論
中
る
事
を
得
る
o

一

貨
幣
の
闘
民
経
緯
胴
上

ω効
用
、
帥
+
勺
償
額
測
定
手
段
叫

し
て
並
に
交
換
媒
介
手
段

t
L
て
の
貨
幣
を
感
止

L

τ、
貨
幣
な
き
経
済
組
織
は
之
れ
脅
考
へ
得
る
や
の
問

題
。
に
貨
幣
の
私
経
済
上
昨
日
す
弊
害
、
的
も
支
配
的
職

a
I
L
T
有
す
る
貨
併
を
摩
し
て
、
依
然
閥
民
経
緯
胴
上
の
貨

幣
の
効
用
を
是
認
し
得
べ
き
や
の
問
題
。
前
者
を
貨
幣

全
廃
論

Z
L、
後
者
レ
貨
幣
使
用
の
部
分
的
排
尿
ご
云

ふ
べ
き
で
あ
ら
う

G

貨
幣
全
日
閣
論
は
之
れ
を
ニ
に
分
も
て
論
宇
る
。

一
大
自
然
経
隣
組
織

(
P
S
N
E
Z
Z
Z
-号
与
ω
沖)、一

般
経
済
を
家
庭
化
L
て
、
貨
幣
経
済
に
代
う
る
に
財
貨

の
直
接
交
換
た
る
自
然
経
済
を
以
て
し
、
貨
幣
的
計
量

に
代
う
る
に
自
然
的
計
量
を
以
っ
て
す
べ
し
ご
す
る
の

で
あ
っ

τ

。2
2
E
Y
の
E
Z
N巴
の
主
張
す
る
慮
で

ゐ
る
o

自
然
経
済
は
原
始
的
ご
進
歩
的
苦
に
分
も
、
蕊

に
一
式
ふ
彪
は
後
岩
即
ち
貨
幣
経
済
よ
り
進
化
せ
し
自
然

艇
椋
仰
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
戦
守
に
依
る
M
m
貨
の
膨

難

鍬

貨

幣

瞭

止

論

騰
は
異
常
な
る
貨
幣
贋
値
の
下
落
を
来
し
、
貨
幣
の
効

用
を
減
少
せ

L
む
る
に
至
h
ノ
、
議
に
図
家
的
干
渉
の
必

要
を
生
守
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
最
高
償
額
の
決
定
、

物
療
騰
貴
禁
止
等

ω形
に
於
て
、
貨
幣
経
済
の
制
限
を

行
ひ
偲
粟
叉
は
配
分
切
符
制
度
を
生
む
事
ご
な
っ
た
。

戦
時
総
務
に
於
げ
る
自
然
経
済
的
要
素
、
は
貨
枇
刷
叫
州
武

力
の
漸
減
に
由
り
て
、
岡
山
部
の
戦
時
需
要
郎
も
軍
隊
及

び
市
民
に
謝
す
る
需
要
財
の
供
給
の
必
要
一
よ
り
生
じ
た

る
も
り
で
、
イ
戟
守
勃
畿
仁
際
し
銀
行
の
取
付
随
っ
て

r
k

モ
ラ
ト
リ
ユ
ム

信
用
取
引
の
停
止
を
防
止
せ
ん
縛
め
、
支
那
猶
抽
捕
を
行

ひ
正
貨
を
用
ひ

F
る
取
引
の
奨
附
を
必
要
吉
す
る
事
Z

な
り
、
業
の
結
果
ご
し
て
貨
幣
ご
し

τの
金
使
用
の
廃

止
の
み
な
ら
守
、
崎
市
古
本
貨
幣
白
醐
闘
の
廃
除
を
も
来
す
に

至
る
事
正
、
ロ
岡
家
が
戦
時
需
要
口
聞
を
購
買
す
る
H
公

債
及
び
不
換
紙
幣
の
後
行
仁
依
る
U
以
外
、
直
接
財
貨

を
徴
牧
す
る
の
必
要
な
る
仁
至
れ
る
事
ご
の
二
勅
を
泉

げ
得
る
の
で
あ
る
。

如
上
戦
時
経
済
に
悶
酬
は
れ
た
る
自
然
経
済
的
要
素
を

戟
後
に
も
延
長
し
筑
大
す
る
事
に
由
っ
て
、
貨
幣
廃
止

を
族
幾
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
之
れ
が
質
現
に
は
今
日

第
十
λ
巻
(
都
大
競
一
三
丸
)
一
一
五
五



貨
幣
駿
止
論

の
経
済
組
織
を
根
本
的
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

印
ち
交
通
経
済
を
行
政
経
済
(
〈
2
3
Z
2
3
2宮
円

E
S

に
代
う
べ
き
で
あ
る
。
行
政
経
済
は
統
一
的
中
央
経
済

機
関
の
経
済
的
計
量
仁
基
吉
、
一
般
の
経
掛
活
動
を
統

制

t
、
桐
人
経
済
の
猫
立
的
の
経
済
活
動
を
阻
止
す
る

批
曾
主
義
枇
舎
に
於
い

τ、
初
め
て
可
能
な
る
も
の
で

あ
ら
う
。
仔
桐
経
済
主
憶
の
自
由
競
争
伝
基
正
す
る
今

日
の
経
済
組
織
さ
自
然
総
務
組
織
ご
は
雨
立
し
得
べ
き

も
の
で
な
い
o

此
結
よ
り
し
て
大
自
然
経
済
組
織
の
賞

現
は
脊
定
す
〈
〈
、
白
然
経
隣
組
織
の
下
に
行
は
る
、

経
済
交
通
に
於
い

τは
、
統
一
的
経
済
計
重
の
快
如
す

る
結
果
、
善
か
れ
恵
か
れ
経
務
交
通
の
手
段
ど
し
標

準
ご
し
て
、
貨
怖
を
必
要
正
す
る
に
至
る
も
の
で
ゐ
ら

う。
二
共
産
主
義
、
共
産
主
義
は
経
済
交
通
な
き
経
済
組

織
に
し

τ、
随
つ

τ貨
幣
な
き
経
済
組
織
た
り
得
る
の

で
あ
る
。
共
産
主
義
は
第
一
に
一
般
の
抑
制
済
活
動
は
専

断
的
に
規
準
せ
ら
れ
て
、
市
場
生
産
に
必
要
な
る
外
部

ご
の
経
済
交
通
を
快
〈
事
。
第
一
一
に
経
済
枇
舎
構
成
員

の
自
主
的
経
済
汚
勤
は
、
総
て
禁
止
せ
ら
る
、
、
ご
云

雑

録

へ
第
六
競
一
四
O
)

一
一
五
六

ム
姑
に
其
の
特
質
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は

自
己
の
飽
力
に
随
ひ
生
産
し
、
支
の
需
要
に
膝
じ
て
消

費
し
て
、
財
貨
の
交
換
購
買
貸
借
等
総
て
の
経
済
交
通

を
侠
如
す
る
結
果
ご
し
て
、
貨
恨
の
使
用
の
必
要
な
き

に
至
る
。
此
鮎
よ
り
見

τ共
産
主
義
総
務
に
於
け
る
貨

幣
金
臨
聞
の
可
能
は
肯
定
し
得
ら
る
、
の
で
あ
る
。
然
し

誌
に
問
題
ご
す
べ
き
は
、
各
共
産
国
鰹
相
互
競
争
の
結

果
正

L
て
、
経
済
能
力
に
差
異
を
生
ザ
る
時
に
、
競
争

岡
龍
相
互
聞
の
交
換
に
際
し
て
自
然
経
済
よ
り
漸
次
償

額
の
制
定
を
必
要
ご
し

τ、
貨
幣
組
織
を
生
む
に
至
る

事
な
き
ゃ
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
解
決
如
何
に

随
ひ
貨
幣
の
再
現
を
必
要
ご
す
る
に
至
る
や
も
知
れ
な

・
次
に
貨
幣
使
用
の
部
分
的
排
斥
は
種
々
に
凡
T
t
得
る

の
で
ゐ
る
。

一
貨
幣
的
計
算

ω底
止
、
集
産
主
義
の
主
張
す
る
庭

で
、
集
産
主
義
は
生
産
手
段
の
枇
曾
化
を
主
張
し
っ
、

も
、
消
費
財
に
就
き
て
は
各
人
の
自
由
を
認
ひ
る
の
で

あ
る
。
此
駄
よ
ち
し
て
共
産
主
義
が
自
然
経
済
な
る
に

反
L
集
産
主
義
は
貨
幣
経
憐
な
h
ご
す
る
の
で
あ
る
。

第
十
八
巻



消
費
財
の
責
買
に
嘗
り
て
は
需
要
者
供
給
者
の
競
争
は
、
き
で
あ
る
。

存
在
す
る
事
な
〈
、
供
給
者
ざ
し
て
常
に
岡
家
の
滴
占
集
産
主
義
の
貨
幣
概
念
比
徹
底
せ
る
も
の
で
は
な

的
地
位
が
確
保
せ
ら
れ
、
其
結
果
固
定
的
償
額
を
期
待
一
〈
、
畢
覚
貨
幣
の
本
質
百
貨
鮮
経
済
の
意
義
を
誤
解
せ

し
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
計
算
貨
幣
Z
し
て
の
貨
幣
の
一
る
に
基
〈
も
の
で
。
其
の
宇
一
張
は
何
等
根
底
な
き
も
の

存
在
な
く
、
翠
に
支
梯
手
段
ご
し
て
の
貨
幣
存
す
る
に
一
な
る
か
、
又
は
貨
幣
白
健
の
康
止
や
主
張
す
る
大
自
然

過
ぎ
な
い
ご
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
以
上
の
場
合
に
於
一
経
済
組
織
叉
は
共
産
主
義
に
到

ι
5
る
を
得
な
い
の
で

い
て
も
杢
然
貨
幣
的
計
量
な
し
Z
は
云
ム
を
得
な
い
。
一
ゐ
る
。

必
ら
宇
や
何
等
か
の
形
式
に
て
貨
幣
的
計
量
の
存
す
る
一
二
貨
幣
支
携
の
藤
止
、

HkrEEロ
等
が
嶋
ふ
る
彪

事
は
否
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
枇
曾
財
貨
の
分
配
は
↑
で
、
具
岨
間
的
貨
併
を
支
繍
に
使
用
せ
宇
し
て
他
の
方
法

二
の
方
法
に
於
い
て
行
れ
得
る
。
自
由
競
守
に
依
り
市
一
仁
依
っ
て
決
済
世
な
す
イ
し
ご
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は

場
に
於
け
る
需
要
さ
供
給
Z
の
競
合
に
依
る
か
、
行
政
一
貨
幣
を
抽
象
的
に
解
し
て
、
抽
象
的
計
算
の
車
位
ご
し

的
に
需
要
供
給
の
統
計
的
計
算
に
基
き
て
、
命
令
叉
は
十
て
居
る
。
抽
象
的
計
算
の
車
位
た
る
貨
幣
が
債
値
あ
る

調
停
に
依
っ

τ財
貨
の
配
分
を
強
制
す
る
か
、
二
君
其
一
財
貨
に
具
髄
化
し

τ支
抑
手
段
化
る
用
に
供
す
る
の
必

の
一
を
選
揮
す
ぺ
〈
、
前
者
は
資
本
主
義
融
合
に
行
は
一
要
な
き
に
至
る
時
は
、
国
呉
の
貨
幣
経
憐
生
宇
ぺ
し
さ
す

れ
、
後
者
は
共
産
組
織
に
行
は
れ
る
。
集
産
主
義
の
云
一
る
の
で
あ
る
o

然
し
現
在
の
経
済
組
織
に
於
い
て
は
、

ふ
が
知
器
一
定
せ
る
償
額
に
依
る
財
食
分
配
は
畢
覚
、
一
貨
幣
支
梯
は
預
金
通
貨
又
は
一
般
的
相
殺
方
法
に
依
h

財
貨
の
強
制
的
配
分
に
於
い
て
完
成
を
期
l
得
，
へ
き
も
一
て
、
廃
倒
せ
ら
る
、
事
情
あ
る
は
否
定
し
得
な
い
が
、

の
で
あ
る
。
同
定
的
問
問
額
な
る
概
念
は
償
額
百
稀
し
得
一
之
れ
を
以
っ
て
碇
ち
に
支
梯
手
段
Z
し
て
の
貨
幣
を
臨
m

f
c
る
も
の
で
、
贋
額
な
き
経
済
枇
舎
に
於
い
て
は
、
貨
除
す
る
も
の
古
は
な
し
得
な
い
o

車
に
使
用
せ
ら
る
、

幣
的
計
量
の
み
な
ら
+
貨
幣
自
身
も
必
要
さ
せ

F
る
べ
・
貨
静
的
讃
棄
が
同
盟
化
せ
し
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
依
然

貨

幣

陵

止

命

(
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六
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雑

録

貨
幣
駿
止
論
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六
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一
回
二
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五
月‘

支
梯
手
段
ご
し
て
貨
幣
の
存
在
は
否
定

L
得
な
い
。
貨
.
が
貯
戒
せ
ら
品
、
を
阻
止
す
る
斜
め
に
は
・
貨
幣

ω耐

幣
的
計
量
の
廃
止
Z
同
じ
〈
、
貨
幣
支
梯
の
廃
除
は
不
久
性
を
人
柏
崎
的
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
っ
て
毎
年
貨
併

可
能
に

L
τ
、
其
は
日
曜
寛
賞
僧
白
身
の
慶
止
ご
な
ら

F
-
の
償
低
を
玉
、
二
%
宛
減
少
せ
し
め
て
、
共
の
滅
償
量
は

る
e

伊
」
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
却
も
貨
僻
経
済
に
代
う
る
一
新
し
き
貨
幣
の
供
給
に
依
っ
て
補
.
填
せ
ん
ご
す
る
の
で

仁
大
自
然
経
済
を
以
っ
て
す
る
事
ご
な
る
の
で
あ
る
。
一
あ
る
。
貨
幣
は
之
れ
を
使
用
せ
守
し
て
貯
戒
す
る
時
に

三
貨
婚
貯
臓
の
廃
止
、
印
-
F
Z
の
20]-
の
主
張
す
る
一
は
、
玉
、
ニ
併
の
誠
債
を
来
す
仁
依
b
貨
幣
の
貯
蔵
は

蕗
で
、
物
園
恨
の
愛
動
な
か
ら
し
め
ん
ご
す
れ
ば
、
財
貨
一
停
止
せ
ら
れ
、
以
て
貨
幣
の
供
給
を
平
均
せ
し
む
る
に

の
供
給
に
卦
し

τ財
貨
の
需
要
ご
し
て
鞠
立
す
る
、
貨
一
至
る
べ
し
ご
な
す
の
で
ゐ
る
o

惜
の
分
量
を
統
制
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
設
に
一
然
し
彼
が
統
制
せ
ん
ご
す
る
の
は
貨
幣
の
名
目
債
値

依
れ
ば
物
債
の
愛
動
は
、
投
機
家
金
貸
業
者
資
本
家
主
(
一
で
あ
っ
て
、
依
之
貨
幣
ゆ
購
買
力
は
統
制
せ
ら
れ
た

h

他
が
機
に
臨
み
て
、
貨
幣
を
市
場
に
放
出
し
て
貨
幣
量
一
ご
す
る
事
を
得
な
い
。
左
れ
ば
之
れ
&
以
っ
て
物
償
援

を
増
加

L
、
叉
人
々
が
貨
幣
を
使
用
せ
中
じ
て
貯
戒
す
一
動
を
阻
止
し
得
ぺ
し
ご
な
す
事
は
不
可
能
壬
あ
る
。
彼

る
よ
り
来
る
貨
幣
分
量
の
減
少
よ
り
し
ず
来
る
も
の
な
一
が
目
的
古
す
る
物
衡
の
安
定
は
軍
仁
貨
幣
貯
戒
の
廃
止

り
ご
す
る
。
左
れ
ば
貨
僻
分
量
の
統
制
を
な
す
に
は
貨
一
の
み
な
ら
争
、
貨
幣
自
身
を
も
厳
す
る
虞
の
自
然
経
済

幣
の
貯
漉
を
阻
止
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
財
貨
一
組
織
に
於
い
て
の
み
、
初
め
て
期
待
し
得
べ
き
も
の
で

が
貯
戒
す
る
事
に
依
り
て
贋
備
の
減
少
を
来
す
柏
崎
的
貯
一
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
思
想
を
完
全
な
ら
し
む
る

J

戒
さ
る
、
事
な
〈
供
給
さ
る
、
に
反
し
、
貨
幣
は
耐
久
一
斜
め
に
は
、
財
貨
の
分
配
消
費
を
も
統
制
す
る
共
産
主

性
に
富
み
貯
蔵
に
由
る
減
債
の
庭
な
き
結
果
、
貨
鮮
の
一
義
を
賞
施
し
て
初
め
て
可
抱
な

h
芭
せ

F
る
を
得
な

流
通
蓮
度
流
通
量
は
一
に
貨
幣
所
有
者
の
意
思
に
随
ひ
い
。
以
上
の
如
き
思
想
は
彼
以
外
に

T
E
E
Z
は
貨

て
定
ま
ι
り
其
量
一
定
せ
ざ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
幣
課
税
に
於

ντ
、
国
己
『
口
同
一
向
2
は
の
}
巳

H
E庁
哲
郎
a



r
E
Z
に
於
い
て
、
各
論
じ
て
居
る
が
同
様
の
快
結
を

見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

四
貨
幣
貸
借
の
蕨
止

p
o
E
Cロ
及
び
其
他
の
枇
合

主
義
者
の
主
張
す
る
虚
で
、
貨
幣
廃
止
♂
貸
借
利
子
の

廃
止
芭
を
同
一
一
蹴
し
て
、
若
し
貨
幣
自
慢
の
廓
止
不
可

能
な
ち
ご
す
れ
ば
、
先
づ
貨
幣
の
貸
借
及
び
利
子

ω徴

放
を
殿
除
す
ぺ
し
さ
す
る
の
で
ゐ
る
c

然
し
貸
借
及
び

利
子
、
信
用
授
由
択
さ
業
の
劉
償
な
る
現
象
は
、
決
し
て

貨
幣
の
存
在
ご
不
可
分
離
の
も
の
で
は
な
い
。
貨
幣
な

く
Z
も
宮
物
貸
借
買
物
利
子
な
る
も
の
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
左
れ
ば
利
子
の
徴
牧
を
禁
止
し
て
貸
借
を
無
償

ご
す
る
事
に
由
つ
干
貨
継
を
廃
除
L
、
貨
幣
貸
借
を
会

臨
服
す
る
事
に
由
っ
て
利
子
を
康
除
し
得
ぺ

L
Z
な
す
事

は
、
明
か
じ
誤
謬
な
b
ご
せ
な
げ
れ
ば
な
ち
な
U
o

以
上
の
如
〈
種
々
貨
融
市
藤
止
論
の
生
宇
る
は
、
貨
幣

の
本
質
が
市
場
経
済
仁
於
け
る
仲
介
者
古
な
り
、
後
遺

せ
る
自
由
競
争
経
済
組
織
に
於
り
る
計
算
翠
位
ご
な
h

て
、
交
換
手
段
郎
も
目
的
に
封
す
る
一
の
手
段
に
過
ぎ

f
c

る
鮪
に
在
る
事
を
誤
解
せ
る
よ
り
京
市
る
も
の
な
ち
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
左
れ
ば
第
一
に
考
ふ
べ
き
問

雑

貨
僻
磁
止
論

録

題
は
、
貨
幣
使
用
の
限
界
を
定
む
る
事
で
ゐ
る
、
貨
幣

の
使
用
せ
ら
阜
、
は
・
-
吐
骨
H

経
隣
組
織
、
交
通
経
済
組

織
及
び
市
場
経
済
組
織
に
於
い
て
で
あ
っ
て
、
各
絞
済

主
健
が
孤
立
せ
す
、
濁
立
し
て
相
互
的
関
係
に
立
も
而

τ生
産
さ
消
費
ご
が
直
接
に
連
絡
す
る
事
な
〈
、
生
産

は
不
特
定
の
消
費
者
の
需
要
を
目
的
ご
し
て
行
は
れ
、

市
場
に
於
け
る
財
貨
の
交
換
な
る
現
象
を
混
じ
て
、
間

接
に
生
産
ご
消
費
己
が
漣
結
せ
ら
る
、
場
合
に
於
い
て

貨
幣
は
常
に
必
要
己
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。
立
(
の
反

封
概
念
た
る
孤
立
経
済
家
庭
経
済
顧
客
経
済
に
於
い
て

は
貨
幣
は
必
要
ご
せ
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
貨
併

を
し

τ、
完
全
に
目
的
を
遼
せ
し
な
る
事
情
己
、
之
れ

を
阻
止
す
る
事
情
を
考
祭
山
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ν。
貨

幣

ω有
す
る
二
の
効
用
は
互
い
に
因
果
を
な
し
て
貨
幣

の
職
指
を
金
か
ら

L
む
も
の
で
、
償
額
が
数
量
的
に
表

現
せ
ら
る
、
が
故
に
、
貨
幣
は
償
額
支
梯
の
遁
蛍
な
る

手
段
ご
な
る
べ
く
・
又
一
般
交
換
の
手
段
芭
し
て
の
貨

幣
の
存
在
す
る
が
故
に
、
標
額
は
数
量
的
表
現
そ
可
能

Z
す
る
も
の
な
り
ご
も
稿
す
る
事
を
得
る
の
で
あ
る
。

貨
幣
の
効
用
を
濫
り
に
繍
大
す
る
事
の
不
可
な
る
吉
一
同

第
十
λ
径
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一
)

五
丸



時
に
、
貨
幣
の
本
質
的
効
用
の
制
限
は
貨
幣
全
慢
の
殺
一

用
を
無
な
ら
し
む
る
事
芭
な
る
。
貨
幣
の
告
す
る
効
用
一

の
一
を
否
定
す
る
事
は
、
即
も
貨
幣
白
樫
の
否
定
苫
な
-

ら
F
る
を
併
な
い
の
で
あ
る
O

一

最
後
に

C
E
は
自
然
経
済
に
於
い
て
貨
幣
綾
止
の
一

可
能
を
論
じ
E
居
る
が
、
白
然
経
済
に
於
い
て
も
各
人
一

の
債
値
判
断
は
何
等
か
の
標
準
を
必
要
Z
し
、
問
問
値
比
一

較
の
車
一
的
計
量
的
表
現
の
手
段
ご
し
て
、
何
等
か
の
一

形
に
於
い
て
貨
幣
の
存
在
を
必
要
ご
す

Z
L
て
居
る
o

一

以
上
よ
り
推
論
し
て
彼
は
、
貨
幣
履
止
不
可
施
な
り
一

芭
L
、
唯
完
全
な
る
共
産
主
義
に
於
い
て
の
み
貨
幣
は

廃
止
し
得
る
事
を
肯
定
し
て
居
る
様
で
あ
る
。

雑

録

バ
レ
ト
氏
を
山
田
ふ


